
調査系統

（１）学 校 調 査

文部科学大臣 大学及び高等専門学校の長
国立の幼稚園，幼保連携型認定こども園，小学校，中学校，義務教育学校，
高等学校，中等教育学校，特別支援学校，専修学校及び各種学校の長

都道府県知事 公立及び私立の高等学校（通信制の課程のみを置く高等学校を除く。）及び中等教育
学校の長
都道府県立の幼稚園，幼保連携型認定こども園，小学校，中学校，義務教育学校，
特別支援学校，専修学校及び各種学校の長

市 町 村 長 市町村立及び私立の幼稚園，幼保連携型認定こども園，小学校，中学校，
義務教育学校，特別支援学校，専修学校及び各種学校の長

（２）学校通信教育調査

文部科学大臣

都道府県知事 通信制の課程を置く高等学校及び中等教育学校の長

（３）不就学学齢児童生徒調査

文部科学大臣

都道府県知事

市 町 村 長 市町村教育委員会

（４）学校施設調査

文部科学大臣 国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
地方公共団体の長
教育委員会
公立大学法人
私立学校の設置者（大学・高等専門学校に係るもの。）

都道府県知事 都道府県立の幼保連携型認定こども園，専修学校及び各種学校の長
私立の高等学校及び中等教育学校の設置者（大学・高等専門学校に係るものを除く。）

市 町 村 長 市町村立の幼保連携型認定こども園，専修学校及び各種学校の長
私立の幼稚園，幼保連携型認定こども園，小学校，中学校，義務教育学校，
特別支援学校，専修学校及び各種学校の設置者（大学・高等専門学校に係るもの，
高等学校及び中等教育学校の設置者を除く。）

（５）学校経費調査

文部科学大臣 国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
地方公共団体の長
公立大学法人

（６）卒業後の状況調査

文部科学大臣 大学及び高等専門学校の長
国立の中学校，高等学校及び中等教育学校の長
国立の特別支援学校（中学部又は高等部を置く学校のみ。）の長

都道府県知事 公立及び私立の高等学校及び中等教育学校の長
都道府県立の中学校の長
都道府県立の特別支援学校（中学部又は高等部を置く学校のみ｡)の長

市 町 村 長 市町村立及び私立の中学校の長
市町村立及び私立の特別支援学校（中学部又は高等部を置く学校のみ｡)の長


